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講 演 会
八ヶ岳 JOMONライフフェスティバル「縄文」を識る・特別講演会

縄文人の心　生命と再生をめぐる精神性と世界観
問　茅野市尖石縄文考古館　☎76－2270

と　き　　　月　　　　　日（月・祝）午後1時30分～（開場午後1時）

ところ　茅野市民館コンサートホール

講　師　大島　直行　さん

心理学、神話学、宗教学等の様々な視点から、従来の考古学の枠を超えた考古学研究に挑む大島直行氏を講師に迎え、
縄文人の「心」を存分に語っていただきます。

第27回茅野市農業祭（第13回ＪＡ信州諏訪茅野市会場農業祭）第27回茅野市農業祭（第13回ＪＡ信州諏訪茅野市会場農業祭）
と　き　９月23日（土・祝）　　ところ　茅野市運動公園
イベント内容
・歌謡ショー（「暗闇仕留人」の主題歌『旅愁』でお馴染み　西崎緑さん）
・アンパンマンショー握手・撮影会
・姉妹都市農水産物販売（丸干しいわし、シャインマスカット、梨など）
・地元農産物の直売・木工教室・餅つき大会・そば打ち体験・米つりコーナー
・福引き・陸上記録会など
お願い
・駐車は指定の駐車場へお願いします。   ・ゴミはお持ち帰りください。
・歌謡ショー、アンパンマンショーにお越しのお客様は上履きをご用意ください。
問　JＡ信州諏訪　茅野市中央支所　☎72－2426　農林課　農政係　☎72－2101（内線403）
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公立大学法人公立諏訪東京理科大学の職員を募集します
平成30年４月に設立予定の『公立大学法人公立諏訪東京理科大学』の職員を次のとおり募集します。
≪主な職務の内容≫
　一般事務（総務、産学官連携、経理・管財、教務・学生支援、入試・広報等に関する事務）
　（採用日：平成30年４月１日）
≪職種および採用人員≫
　①事務（上級）一般…３人程度　　　　　　②事務（上級）社会人経験者…３人程度
　③事務（上級）大学事務経験者…若干人　　④事務（中級程度）大学事務経験者…若干人
≪受験資格≫
　①昭和62年４月２日以降に生まれた方で、大学を卒業または卒業見込みの方
　②昭和57年４月２日以降に生まれた方で、大学を卒業し、民間企業等における職務経験を７年以上有する方
　③昭和47年４月２日以降に生まれた方で、大学を卒業し、平成19年４月１日以降に大学事務経験を３年以上有する方
　④昭和47年４月２日以降に生まれた方で、平成19年４月１日以降に大学事務経験を3年以上有する方
　※パソコン操作（Word、Excel等のアプリケーションソフトの操作）ができる方を求めます。
　※次のいずれかに該当する方は受験できません。
　　○成年被後見人または被保佐人　　○禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行
　　を受けることがなくなるまでの方　　○日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを
　　主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した方　　○外国籍の場合は、採用日までに日本
　　国内における活動に制限のない在留資格を取得できない方
≪応募受付期間及びおよび試験日程等≫
　応募受付期間　平成29年９月11日（月）～９月29日（金）※提出書類は応募期間末日の午後５時までに必着のこと
　願書提出先　諏訪東京理科大学事務部
　試 験 日　【第一次試験】 平成29年10月15日（日）
　　　　　　　　【第二次試験】 第一次試験合格者「第１回目」平成29年11月20日（月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「第２回目」平成29年11月28日（火）
≪試験会場≫　諏訪東京理科大学
≪提出書類≫
　○受験願書「指定様式:受験願書１（写真貼付）、受験願書２（上級一般は不要） ○最終学校の成績証明書（社会人
　経験者及び大学事務経験者は不要） ○卒業証明書または卒業見込証明書（中級程度大学事務経験者は不要）
　○資格取得証明書の写しまたは資格取得見込証明書　○本人の住民票

この採用試験の実施に際して受験申込者から取得する個人情報は、
この採用試験のために必要な範囲でのみ使用します。

≪勤務条件≫
　勤務時間、給与等は公立大学法人公立諏訪東京理科大学（平成30年４月１日設立予定）の規則・規程によります。

［問い合わせ先］
　〒391－0292 長野県茅野市豊平5000番地１　諏訪東京理科大学事務部 
　　　　　　　　　☎0266－73－1201（代表）　　 9：00～17：00（土・日、祝日を除く）
　〒391－8501 長野県茅野市塚原二丁目６番１号　諏訪広域公立大学事務組合（事務局）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茅野市企画部大学準備室
　　　　　　　　　☎0266－72－2101（内線272） 8：30～17：15（土・日、祝日を除く） 
　詳細は、諏訪東京理科大学または茅野市大学準備室のホームページをご覧ください。

茅野市メールマガジン「女神のたより」を配信しています
茅野市では、市からの新しい情報提供の方法として、メールマガジンを配信しています。
生活・イベント情報、子育て情報など、複数のマガジンをご用意しています。
必要なマガジンだけ購読することも可能です。
メールマガジンの購読は、茅野市ホームページの登録フォームから手続きし
ていただきます。

配信メールマガジン
●生活・イベント情報……市内のイベント情報や暮らしに役立つ情報、休日当番医など
●子育て関連情報…………子ども向けのイベント情報、乳幼児健診や予防接種の日程など
●茅野市図書館だより……図書館で開かれる講座やイベント情報、おすすめの本など

このほかにも豊富なラインナップを用意しています。登録をお待ちしています。
問い合わせ　地域戦略課　広報戦略係　☎72－2101（内線 235）

ホームページのこのバナー
が目印だよ!!



広報ちの　2017.9 8

　

入
所
説
明
会
に
出
席
し
て
、
保
育

の
内
容
を
聞
い
た
り
、
保
育
園
等
の

様
子
を
見
た
り
し
て
、
保
護
者
が
園

を
選
択
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
年
齢
ご
と
の
受
け
入
れ

可
能
人
数
を
超
え
る
申
し
込
み
が
あ

っ
た
場
合
は
、
第
一
希
望
以
外
の
保

育
園
等
に
入
所
し
て
い
た
だ
く
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　　

保
育
園
は
、
保
育
の
必
要
性
の
認

定
を
受
け
た
、
２
号
・
３
号
認
定
児

童
が
入
所
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
３

歳
以
上
の
児
童
は
、
保
育
園
の
定
員

管
理
に
支
障
が
な
け
れ
ば
、
１
号
認

定
児
童
と
し
て
6
時
間
以
内
（
８
時

〜
14
時
）
の
時
間
で
入
所
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

認
定
こ
ど
も
園
は
、
２
号
・
３
号

認
定
児
童
と
１
号
認
定
児
童
が
そ
れ

ぞ
れ
定
員
枠
内
で
入
所
で
き
ま
す
。

（
１
号
定
員
：
各
学
年
５
名
）

　
「
保
育
の
必
要
な
事
由
」の
①
〜
⑧

を
考
慮
し
、
3
つ
の
区
分
の
認
定
を

行
い
ま
す
。

1
号
認
定
：
２
号
認
定
に
該
当
し
な

　

い
満
３
歳
以
上
の
児
童
で
保
育
園

　

等
で
の
特
別
利
用
保
育
を
希
望
す

　

る
場
合

２
号
認
定
：
満
３
歳
以
上
の
児
童
で

　
「
保
育
の
必
要
な
事
由
」に
該
当
し
、

　

保
育
園
等
で
の
保
育
を
希
望
す
る

　

場
合

３
号
認
定
：
満
３
歳
未
満
の
児
童
で

　
「
保
育
の
必
要
な
事
由
」に
該
当
し
、

　

保
育
園
等
で
の
保
育
を
希
望
す
る

　

場
合

　

２
号
・
３
号
認
定
を
受
け
る
た
め

に
は
、
児
童
の
保
護
者
が
次
の
い
ず

れ
か
の
事
由
に
該
当
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

①
就
労
し
て
い
る
（
会
社
勤
務
、
パ

　

ー
ト
タ
イ
ム
、
内
職
、
自
営
業
等
）

※
１
か
月
64
時
間
以
上
の
就
労
を
常

　

態
と
し
、
原
則
と
し
て
労
働
に
見

　

合
っ
た
対
価
を
給
与
又
は
報
酬
等

　

と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る

②
妊
娠
中
で
あ
る
、
ま
た
は
産
後
間

　

も
な
い
（
産
前
３
か
月
・
産
後
６

　

か
月
）

③
病
気
、
ま
た
は
身
体
に
障
害
を
有

　

し
て
い
る

④
長
期
間
に
わ
た
り
疾
病
の
状
態
に

　

あ
る
、
ま
た
は
身
体
に
障
害
を
有

　

す
る
親
族
を
常
時
介
護
し
て
い
る

⑤
震
災
、
火
災
、
風
水
害
等
で
災
害

　

の
復
旧
を
行
っ
て
い
る

⑥
起
業
準
備
を
含
む
求
職
活
動
（
入

　

所
月
を
含
む
３
か
月
）
を
継
続
し

　

て
行
っ
て
い
る

⑦
就
学
し
て
い
る
（
職
業
訓
練
校
等

　

に
お
け
る
職
業
訓
練
を
含
む
）

⑧
市
長
が
認
め
る
①
〜
⑦
に
類
す
る

　

状
態
に
あ
る

　

入
所
説
明
会
で
配
布
す
る
申
込
書

類
等
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
希
望

の
保
育
園
等
の
受
け
付
け
日
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
園
で
の
面
接
を
し

ま
す
の
で
、
で
き
る
限
り
第
１
希
望

の
保
育
園
等
に
、
お
子
さ
ま
を
連
れ

て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
希
望
の
保
育
園
等
の
受

け
付
け
日
に
都
合
が
つ
か
な
い
場
合

は
、
そ
の
他
の
保
育
園
等
へ
の
提
出

も
可
能
で
す
。

　　　

２
月
中
旬
に
、
入
所
決
定
の
お
知

ら
せ
を
保
護
者
あ
て
に
送
付
し
ま
す
。

認
定
こ
ど
も
園
は
、
施
設
か
ら
別
途

ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

　　

産
休
・
育
休
明
け
か
ら
お
子
さ
ま

を
入
所
さ
せ
た
い
、
ま
た
は
こ
れ
か

ら
出
産
予
定
の
お
子
さ
ま
を
入
所
さ

せ
た
い
等
の
理
由
で
、
年
度
途
中
か

ら
入
所
を
希
望
す
る
場
合
も
申
し
込

み
が
必
要
で
す
。

　

平
成
30
年
度
中
に
入
所
希
望
の
方

は
、
入
所
説
明
会
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。（
保
育
園
等
へ
の
入
所
は
生
後

6
か
月
を
経
過
し
て
か
ら
と
な
り
ま

す
）

　

茅
野
市
に
居
住
し
て
い
て
も
、

「
保
護
者
の
就
労
先
が
茅
野
市
外
に

あ
り
、
就
労
時
間
と
通
勤
時
間
を
考

慮
し
た
と
き
に
、
認
定
時
間
内
で
は

送
迎
が
で
き
な
い
」
な
ど
の
理
由
が

認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
他
市
町

村
の
保
育
園
等
を
選
択
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

希
望
す
る
保
育
園
等
が
入
所
可
能

か
ど
う
か
の
調
整
が
必
要
に
な
り
ま

す
の
で
、
幼
児
教
育
課
に
直
接
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　

保
育
園
施
設
等
の
安
全
性
の
確
保
、

お
よ
び
長
寿
命
化
を
図
る
た
め
平
成

30
年
度
は
北
山
保
育
園
、
小
泉
保
育

園
、
平
成
31
年
度
は
宮
川
第
二
保
育

園
、
中
大
塩
保
育
園
の
リ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
を
行
い
ま
す
。

　

工
事
期
間
中
に
該
当
園
に
入
所
し

て
い
る
児
童
は
、
近
隣
園
で
の
合
同

保
育
と
な
り
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
入
所
説
明
会

で
ご
案
内
し
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
中
に
、
保
育
園
・
認
定
こ
ど
も
園
（
以
下「
保
育
園
等
」と
い
う
。）
に
入
所
を
希
望
さ
れ
る
児
童
の

入
所
説
明
会
と
入
所
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

　

入
所
受
け
付
け
で
は
、「
保
育
の
必
要
性
の
認
定
」の
申
請
と
入
所
申
込
の
受
け
付
け
を
併
せ
て
行
い
ま
す
。
日

程
等
は
、
次
ペ
ー
ジ
の
一
覧
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
在
保
育
園
等
に
入
所
し
て
い
る
児
童
で
、
継
続
入
所
の
申
し
込
み
等
が
必
要
な
方
に
は
、
通
園
し
て

い
る
保
育
園
等
か
ら
別
途
お
知
ら
せ
し
ま
す
。（
広
域
入
所
児
は
除
き
ま
す
）

平
成
30
年
度
保
育
園
等
入
所
受
け
付
け

問
い
合
わ
せ　

幼
児
教
育
課
幼
児
教
育
係  

☎
72
・
２
１
０
１（
内
線
６
２
３
）

入
所
で
き
る
児
童

保
育
園
の
選
択

保
育
の
必
要
性
の
認
定

保
育
の
必
要
な
事
由

申
し
込
み
の
受
け
付
け

入
所
の
承
諾

年
度
途
中
入
所
の
予
約

保
育
園
等
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

（
大
規
模
改
修
工
事
）を
行
い
ま
す

市
外
の
保
育
園
等
に
も
入
所
が
で
き
ま
す
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平成30年度　入所説明会および入所受け付け日程表
入所説明会
と　き　下記一覧表のとおりとなります。
　　　　受付開始　15：45　　説明会　16：00（おおむね１時間程度）　ところ　保育園等リズム室
内　容　入所申込書類の配布、記入方法の説明、保育の内容、保育園等の生活について
持ち物　筆記用具　※託児あり

入所受け付け
と　き　下記一覧表のとおりとなります。受付時間は保育園等で異なります。
ところ　保育園等　　内　容　入所申し込み受け付け、面接
持ち物　・入所説明会で配布する入所申込書類　一式
　　　　・保育料引き落とし希望口座の通帳、印鑑
　　　　・健康保険証
　　　　・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳（在宅障害児（者）がいる世帯の方）
　　　　・児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書（受給されている方は、保育料が軽減となる場合があります）
　　　　・どんぐり手帳
　　　　・保護者および入所希望児童のマイナンバー（個人番号）カード
　　　　　またはマイナンバー（個人番号）通知カード

入所受け付け等につきましては、直接幼稚園へお問い合わせください。
所 在 地　茅野市仲町14－7
開所時間　午前８時～午後５時30分（預り保育時間：午前８時～午前８時20分と午後２時30分～午後５時30分）
予定定員　120名
※預り保育・２歳児保育につきましてはご相談ください。※９月26日（火）午前10時から入園説明会を開催します。
問い合わせ　茅野聖母幼稚園　☎72－3512

茅野聖母幼稚園の入園受け付け茅野聖母幼稚園の入園受け付け

公

公

公

公

公

公

公

公

公

公

公

公

公

公

公

私

私

私

ちの保育園

宮川保育園

宮川第二保育園

玉川保育園

湖東保育園

笹原保育園

豊平保育園

北山保育園

中央保育園

米沢保育園

金沢保育園

泉野保育園

小泉保育園

みどりヶ丘保育園

中大塩保育園

玉川どんぐり保育園

わかば保育園

よこうち認定こども園

塚原1－13－5

宮川4458－2

宮川1277－1

玉川3439

湖東5646－1

湖東1298－1

豊平2486－1

北山4810－1

本町東15－14

米沢6160

金沢1164－1

泉野2650－1

玉川927－243

宮川8630－1

中大塩8－12

玉川2213－1

宮川11020

ちの2576－1

72－3076

72－2601

72－2589

72－3265

78－2637

76－2512

72－2925

78－2330

72－2602

72－6249

72－2419

79－3639

72－7401

72－0333

72－3126

82－5588

72－7016

75－1120

7：30～19：00

7：30～19：00

7：30～18：30

7：30～19：00

7：30～18：30

8：00～16：00

7：30～18：30

7：30～18：30

7：30～18：30

7：30～18：30

7：30～18：30

8：00～16：00

7：30～18：30

7：30～16：00

7：30～18：30

7：30～19：00

7：30～19：00

7：30～19：00

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

200（50）

120（30）

　60（21）

220（50）

130（40）

　35（　5）

100（20）

100（20）

　90（24）

120（30）

100（20）

　60（17）

　90（24）

　90（24）

100（26）

210（40）

200（33）

120（33）

9月29日（金）

10月2日（月）

9月26日（火）

9月28日（木）

9月29日（金）

9月27日（水）

9月27日（水）

9月29日（金）

9月28日（木）

9月26日（火）

10月3日（火）

10月2日（月）

10月3日（火）

9月26日（火）

9月28日（木）

10月3日（火）

10月2日（月）

9月27日（水）

10月24日（火）

10月27日（金）

10月31日（火）

10月25日（水）

10月30日（月）

10月25日（水）

10月26日（木）

10月30日（月）

10月27日（金）

10月31日（火）

10月25日（水）

10月24日（火）

10月26日（木）

10月24日（火）

10月27日（金）

10月30日（月）

10月26日（木）

10月31日（火）

  9：00～10：30

 9：00～10：30

14：30～15：30

 9：00～10：30

14：30～15：30

14：30～15：30

14：30～15：30

14：30～15：30

14：30～15：30

14：30～15：30

14：30～15：30

14：30～15：30

14：30～15：30

14：30～15：30

14：30～15：30

9：00～10：30

9：00～10：30

9：00～10：30

施　設　名 所　在　地 電話番号 開所時間 乳児 入所説明会 入　所　受　付
予定定員
（　）内は内
3才未満児
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平成29年度茅野市表彰式が、８月１日（火）に市役所大ホールで行われました。茅野市表彰式は、市
政や公益、教育文化などの発展に功績のあった個人や団体を顕彰するものです。
自治功労・産業功労・社会福祉功労・教育文化功労・防火防犯功労として市長表彰が、また、篤志
寄付をいただいた個人・団体、市政にご協力いただいた個人・団体に市長感謝状が贈られました。

茅野市身体障害者福祉協会
　　　　　　　　　（身体障害者福祉に貢献）
里　見　一　明　   （統計調査員）

平成29年度茅野市表彰式平成29年度茅野市表彰式
～市の発展にお力をいただいた方々を表彰～

問　総務課　行政係
　　☎72－2101（内線 132）

茅野市表彰式表彰者（敬称略）

◇自治功労

◇産業功労

◇社会福祉功労

宮　坂　武　男　　（地方自治の振興）　
北　沢　千登勢　　（地方自治の振興）　
望　月　克　治　　（地方自治の振興）
宮　里　豊　子　　（地方自治の振興）
奈　良　松　範　　（地方自治の振興）
稲　沢　克　祐　　（地方自治の振興）
北　原　道　雄　　（地方自治の振興）
細　田　岩　信　　（地方自治の振興）
原　　　房　子　　（地方自治の振興）
永明寺山ふれあいの森を創る会
　　　　　　　　　（地方自治の振興）
特定非営利活動法人サポートＣ
　　　　　　　　　（地方自治の振興）

若御子　善　久　　（地域の産業振興）
丸　山　　　剛　　（地域の産業振興）
伊　藤　博　夫　　（地域の産業振興）
寺　澤　　　　　　（地域の産業振興）
長　田　幸　子　　（地域の産業振興）
藤　森　憲　司　　（地域の産業振興）
宮　澤　親　義　　（地域の産業振興）
小　川　武　彦　　（地域の産業振興）
竹　村　公　一　　（地域の産業振興）
田　村　庄　市　　（地域の産業振興）
寺　島　滿佐雄　　（地域の産業振興）
小　池　隆　夫　　（寒天業の振興）

金　田　照　俊
　（民生委員･児童委員・茅野市福祉委員）

◇教育文化功労

牛　山　英　彦　　（教育行政の推進）
伊　藤　　　志　　（体育の振興）
名　取　千　秋　　（体育の振興）
守　矢　孝　二　　（社会教育の振興）
増　田　安　治　　（社会教育の振興）
北　澤　政　之　　（社会教育の振興）
田　中　文　司　　（社会教育の振興）
竹　村　澄　子　　（生涯学習の推進）
備　前　照　子　　（子育て支援の活動）
母　子　草　　　　（子育て支援の活動）

◇防火防犯功労

竹　内　克　美　　（地域の消防団活動）
濵　　　勝　之　　（地域の消防団活動）
朝　倉　祐　一　　（防火活動の推進）

◇篤志寄付

柿　澤　大　輔　　（社会福祉事業寄付金）
株式会社ハイライト
　代表取締役　岡部憲一（環境整備事業寄付金）
中　村　梧　郎　　（写真の寄贈）
永　由　信　人　　（洋画の寄贈）
藤　森　照　信　　（写真の寄贈）
古　畑　隆　之　　（彫刻の寄贈）
宮　坂　正　次　　（洋画の寄贈）

◇市政協力
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問　地域戦略課　広報戦略係
☎72－2101（内線234・235）平成29年就業構造基本調査の回答にご協力をお願いします平成29年就業構造基本調査の回答にご協力をお願いします

就業構造基本調査は、国が実施する調査のうち、統計法により特に重要なものとされる「基幹統計調査」として実施する調査です。
　調査の結果は、国の基本的な方針決定の基礎資料として活用されるほか、地方公共団体における雇用対策などの各種施策に利用されます。調査
　への回答内容を統計作成の目的以外に使用することはありません。 お忙しい中たいへんお手数をおかけしますが、調査員が伺いしましたら、調
　査票の回答に、ご協力をお願いします。
　
調査は平成29年10月1日現在で実施します。
　平成29年調査は、10月1日に実施します。調査をお願いする世帯には、9月下旬に調査員が伺い、調査書類をお配りします。皆様により便利に
　ご回答いただくため、パソコンやスマートフォンを使って、簡単にインターネットで回答することが可能となっていますので、調査の趣旨をご
　理解いただき，ご回答をお願いします。
　
調査の目的は?
　正規・非正規雇用者の就業状況の違い、高齢層・若年層の就業状況、育児・介護と就業の関係などについて、全国、地域別に明らかにすること
です。
　 
調査の対象は?
　統計理論に基づく方法によって全国から無作為に選ばれた約52万世帯（15歳以上の世帯員約108万人）です。 
　
次のような事柄について調査します。
　（1）すべての人について…男女の別、出生の年月、教育の状況、育児・介護の有無など。　 　　　　　　    
　（2）ふだん仕事をしている人について…雇用契約期間、仕事内容、一週間あたりの就業時間、現職に就いた理由など。
　（3）ふだん仕事をしていない人について…就業希望の有無、希望する職種、求職活動の有無など。
　　
簡単・便利なインターネット回答をご利用ください。
　インターネット回答がご利用できます。平成29年10月9日（月）までにご回答をお願いします。インターネットでの回答にご協力をお願いします。
　インターネット回答ができなかった世帯へは、調査員が調査票の回収に伺います。
　
かたり調査にご注意ください。
　統計調査を装った「かたり調査」にご注意ください。
　調査員は、顔写真付きの「調査員証」を携帯しています。不審に思ったら、市役所・広報戦略係までお知らせください。
　
就業構造基本調査コールセンター
　　調査票の記入等、ご不明な点がありましたら、下記コールセンターまでお問い合わせください。　
　　就業構造基本調査コールセンター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　【電話番号】　0570－07－1937（ＩＰ電話の場合03－6748－1970）
　　【受付時間】　午前８時から午後９時まで（土・日・祝日もご利用いただけます。）
　　【開設期間】　平成29年８月25日（金）から10月26日（木）まで
　
就業構造基本調査について詳しく知りたい場合には
　総務省統計局がホームページ上で就業構造基本調査について案内しています。
　総務省統計局ホームページ内の就業構造基本調査に関するページhttp://www.stat.go.jp/data/shugyou/2017/index.htm
　にアクセスするとご覧いただけます。

ＮＰＯ法人　八ヶ岳森林文化の会からのお知らせ　URL：http://www.8moribunka.org/ＮＰＯ法人　八ヶ岳森林文化の会からのお知らせ　URL：http://www.8moribunka.org/

チェーンソークラフト講習会　参加者募集！
～ 市民の森の間伐材で  イス、プランター、ベンチ作り ～ 
チェーンソークラフト講習会　参加者募集！
～ 市民の森の間伐材で  イス、プランター、ベンチ作り ～ 

秋の観察会　参加者募集！
～ 市民の森で樹木巡り ～

秋の観察会　参加者募集！
～ 市民の森で樹木巡り ～

「市民の森」吉田山の間伐材カラマツを活用し、チェーンソー
を利用してクラフト品を制作する体験講習会です。チェーンソ
ーをお持ちで、クラフト品の制作に興味のある方はご参加くだ
さい。制作したクラフト品をお持ち帰りできます。

と　き　9月10日（日）午前9時～午後3時（雨天の場合は17日（日））
ところ　市民の森（吉田山）横河口集合
持ち物　チェーンソー（必須）（特にクラフト用でなくてよい）
　チェーンソーを利用した作業が出来る服装（防護ズボン、防護
　メガネ、厚手の手袋）、昼食、飲み物（水分は十分お持ちください）
参加費　1,500円／人　　定員　10名（先着順）
申込・問　8月26日（土）～9月7日（木）までに、氏名、住所、
　電話番号（連絡用）を下記
　へお申し込みください。
☎090－5437－2881（川手）
Ｅメール
　kawate@8moribunka.org

「イタヤカエデはなぜ自ら幹をからすのか」など樹木に関する
著書が多い渡辺一夫さんを講師に迎え、市民の森の樹木を観察
し、それぞれの樹木の特徴や生きるための多様な戦略などを学
びます。

と　き　10月1日（日）午前9時30分～午後3時ころ
　※雨天の場合、事務所にて座学。（座学の場合は当日8時までに連絡）
ところ　市民の森（吉田山）駐車場集合
　※雨天の場合、八ヶ岳森林文化の会事務所（茅野市玉川7167－2）
講　師　渡辺一夫さん（森林インストラクター　農学博士）
定　員　20人（先着順）
費　用　500円／人（ただし小学生以下のお子様は無料）
持ち物　散策のできる服装、雨具、昼食、飲み物
申込・問　8月25日（金）～9月25日（月）までに氏名、住所、雨天
　の場合の連絡先を下記へお申し込み
　ください。
☎0266-76-6885（井村）
Eメール　imura@8moribunka.org
共催　茅野市、市民の森を創る会
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茅野市産後ケア事業について茅野市産後ケア事業について
出産後自宅に帰っても手伝ってくれる人がいなくて不安、授乳がうまくいかない、赤ちゃんのお世話の仕方
や生活リズムがわからないなど、育児やからだの回復に心配のあるお母さんと赤ちゃんの新生活がスムーズ
にスタートできるよう、医療機関や助産所等で母乳相談や育児相談等が受けられる事業です。費用の一部を
市が負担します。
【対象者】
　平成29年４月以降に出産し、茅野市に住所があるお母さんとお子さん。
　訪問・相談型は１歳６か月以内、宿泊型・通所型は生後３か月以内。
【サービスの内容】
　○訪問・相談型
　１回2,000円の利用券を６枚発行し、医療機関や助産所等で母乳相談や育児相談を受けることができます。
　（注 ）・サービスに要した費用の差額は、個人負担となります。
　　　・医療機関で行っている健診や集団指導では利用できません。
　　　・相談１回につき1枚の利用となります。
　○宿泊型・通所型
　　出産後のお母さんの体を安静に保ち、赤ちゃんが適切な養育を受けられる環境を整備できるよう、出産後
　　の一定期間において、母子で医療機関に宿泊及び通所することができます。費用の一部を市が負担します。
　　原則７日（６泊７日）の範囲内で利用できます。
　◇費用について
　　（１）宿泊
　　・市負担額８割（上限１日15,000円　多胎児２人目以降１日6,000円加算）です。
　　・市負担額を超えた差額は、個人負担になります。
　　（２）通所
　　・市負担額８割（上限１日8,000円　多胎児２人目以降１日2,000円加算）です。
　　・市負担額を超えた差額は、個人負担となります。
　　※市町村民税非課税世帯・生活保護世帯はすべて市が負担します。
　　　該当する方は、証明できる書類を申請書と一緒に提出してください。
【手続き】申請書を提出してください。
　※申請書、利用できる施設一覧は茅野市ホームページからダウンロードすることができます。茅野市健康
　　づくり推進課または、お近くの保健福祉サービスセンターの窓口にありますのでお問い合わせください。
【問い合わせ・申請窓口】
　健康づくり推進課健康推進係（茅野市健康管理センター内）☎82－0105

出産後自宅に帰っても手伝ってくれる人がいなくて不安、授乳がうまくいかない、赤ちゃんのお世話の仕方
や生活リズムがわからないなど、育児やからだの回復に心配のあるお母さんと赤ちゃんの新生活がスムーズ
にスタートできるよう、医療機関や助産所等で母乳相談や育児相談等が受けられる事業です。費用の一部を
市が負担します。
【対象者】
　平成29年４月以降に出産し、茅野市に住所があるお母さんとお子さん。
　訪問・相談型は１歳６か月以内、宿泊型・通所型は生後３か月以内。
【サービスの内容】
　○訪問・相談型
　１回2,000円の利用券を６枚発行し、医療機関や助産所等で母乳相談や育児相談を受けることができます。
　（注）・サービスに要した費用の差額は、個人負担となります。
　　　・医療機関で行っている健診や集団指導では利用できません。
　　　・相談１回につき1枚の利用となります。
　○宿泊型・通所型
　　出産後のお母さんの体を安静に保ち、赤ちゃんが適切な養育を受けられる環境を整備できるよう、出産後
　　の一定期間において、母子で医療機関に宿泊及び通所することができます。費用の一部を市が負担します。
　　原則７日（６泊７日）の範囲内で利用できます。
　◇費用について
　　（１）宿泊
　　・市負担額８割（上限１日15,000円　多胎児２人目以降１日6,000円加算）です。
　　・市負担額を超えた差額は、個人負担になります。
　　（２）通所
　　・市負担額８割（上限１日8,000円　多胎児２人目以降１日2,000円加算）です。
　　・市負担額を超えた差額は、個人負担となります。
　　※市町村民税非課税世帯・生活保護世帯はすべて市が負担します。
　　　該当する方は、証明できる書類を申請書と一緒に提出してください。
【手続き】申請書を提出してください。
　※申請書、利用できる施設一覧は茅野市ホームページからダウンロードすることができます。茅野市健康
　　づくり推進課または、お近くの保健福祉サービスセンターの窓口にありますのでお問い合わせください。
【問い合わせ・申請窓口】
　健康づくり推進課健康推進係（茅野市健康管理センター内）☎82－0105

茅野市不妊及び不育症治療費助成事業について茅野市不妊及び不育症治療費助成事業について
　不妊治療を受けたご夫婦に治療費の一部を助成しています。
【対象者】
　助成金の交付申請する日の１年以上前から市内に居住し、かつ、現に市内在住の方で、戸籍上の夫婦。
　ただし、市税の滞納がないこと。
　長野県で行われている「長野県不妊に悩む方への特定治療支援事業」が優先となり、所得制限や治療内容
　等が対象外であり、長野県への申請ができない場合が該当となります。
　助成金の交付は、同一の夫婦に対して５回までです。
【助成金額】
　助成金額は、不妊・不育治療に要した医療費の自己負担額の２分の１で、限度額は治療内容によって異な
　ります。
【申請に必要な書類】
　○茅野市不妊及び不育症治療費助成金申請書
　○茅野市不妊及び不育症治療費助成事業不妊治療等実施医師証明書
　○茅野市不妊及び不育症治療費助成事業精巣内精子採取術実施証明書
　　（不妊治療の一環で精巣内精子採取術をおこなった場合）
　○戸籍謄本　　○住民票　　○納税証明書（夫婦２人分）
【注意事項】
　申請される方は、治療が終了した日の翌日から起算して３か月以内に申請してください。

＊申請書類は、茅野市ホームページからダウンロードすることができます。または、茅野市健康管理センタ
　ーの窓口にありますのでお問い合わせください。
【問い合わせ・申請窓口】
　健康づくり推進課健康推進係（茅野市健康管理センター内）☎82－0105　

　不妊治療を受けたご夫婦に治療費の一部を助成しています。
【対象者】
　助成金の交付申請する日の１年以上前から市内に居住し、かつ、現に市内在住の方で、戸籍上の夫婦。
　ただし、市税の滞納がないこと。
　長野県で行われている「長野県不妊に悩む方への特定治療支援事業」が優先となり、所得制限や治療内容
　等が対象外であり、長野県への申請ができない場合が該当となります。
　助成金の交付は、同一の夫婦に対して５回までです。
【助成金額】
　助成金額は、不妊・不育治療に要した医療費の自己負担額の２分の１で、限度額は治療内容によって異な
　ります。
【申請に必要な書類】
　○茅野市不妊及び不育症治療費助成金申請書
　○茅野市不妊及び不育症治療費助成事業不妊治療等実施医師証明書
　○茅野市不妊及び不育症治療費助成事業精巣内精子採取術実施証明書
　　（不妊治療の一環で精巣内精子採取術をおこなった場合）
　○戸籍謄本　　○住民票　　○納税証明書（夫婦２人分）
【注意事項】
　申請される方は、治療が終了した日の翌日から起算して３か月以内に申請してください。

＊申請書類は、茅野市ホームページからダウンロードすることができます。または、茅野市健康管理センタ
　ーの窓口にありますのでお問い合わせください。
【問い合わせ・申請窓口】
　健康づくり推進課健康推進係（茅野市健康管理センター内）☎82－0105　



申込方法　①電話でお申し込みください。（申込開始時は電話が混み合い、つながりにくくなる場合がございますが、
　　　　　　ご容赦ください。）
　　　　　②申し込み時に、希望講座名・希望組名・氏名・年齢・電話番号等を確認します。
　　　　　③応募多数の場合は抽選により受講者を決定し、情報プラザより受講確定の電話を差し上げますが、テ
　　　　　　キスト発注・納期の関係上、連絡日から2日以内に連絡が付かない場合は受講キャンセルとなります。
　　　　　　なお、抽選から漏れた方へは連絡しませんのでご了承ください。
　　　　　④応募少数の場合は中止させていただく場合もありますので、ご了承願います。

茅野市情報プラザ　～パソコン講座参加者募集のお知らせ～茅野市情報プラザ　～パソコン講座参加者募集のお知らせ～

申込・問　茅野市情報プラザ　☎82－7602　茅野市豊平5000－1　諏訪東京理科大学　生涯学習センター内

Windows10
Word2016を使用
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◇講習日程　10／19（木）午後１時～４時（１日間の計３時間講習）
◇募集人員　５名（茅野市在住または在勤で受講条件を満たす方）（先着順）
◇受講条件　WindowsおよびOffice（Word・Excel等）の基本操作ができる方
◇参 加 費　無料
◇講習会場　茅野市情報プラザ　多目的ホール（諏訪東京理科大学　生涯学習センター内）
◇申込期間　9／7（木）～9／20（水）午前10時～午後５時30分（月曜日は休館日）

講座②　どっとネット簡易ホームページ作成講習会　～どっとネットの機能でホームページ作成～

◇講習日程　10／13（金）、10／17（火）、10／20（金）、10／24（火）、10／27（金）、10／31（火）
　　　　　　１組 午後１時30分～３時30分　　２組 午後７時～９時
◇募集人員　定員10名（茅野市在住または在勤で受講条件を満たし、全日程受講できる方） 
◇受講条件　デジタルカメラをお持ちで、初めてのワード講習会受講者またはワードで簡単な文書・表作成ができる方。
◇参 加 費　受講料2,000円 ＋ テキスト代　※講習会初日にお支払いいただきます。
◇講習会場　茅野市情報プラザ　多目的ホール（諏訪東京理科大学　生涯学習センター内）
◇ 申込期間　9／7（木）～9／20（水）午前10時～午後５時30分（月曜日は休館日）

講座①　初めてのデジカメ写真活用講習会　～デジカメ写真でハガキを作成！～

茅野市ぼくらの未来プロジェクトの中高生による企画

★古本カフェ＆室内ミニプレイパーク in ゆいわーく茅野 開催★

ぼくらの未来プロジェクトの中高生が企画して、本とお菓子、遊びでまちを元気にすることを目的に
古本カフェ＆室内ミニプレイパークを開催します。
古本カフェではメンバーが事前に集めた古本を読んだり、お菓子やジュースを楽しんだりできます。また、併
設する室内プレイパークでは、けん玉やベイゴマなどの昔遊びで自由に遊ぶことができます。
入場料は子ども無料、大人は100円です。まだまだ暑い季節ですが、小さなお子さんから高齢者までぜひ大
勢の皆さんでお越しください。なお、当日の収益は書籍を購入して市内施設への寄付を予定します。

未来プロジェクトのメンバーを募集しています。中学生、高校生世代で
まちづくりに参加してみたい方は、事務局のこども課こども係（内線
612）までお気軽にお問い合わせください。

と　き　9月３日（日）午前10時～午後３時
　　　　（都合のいい時間帯にお越しください。）
ところ　茅野市市民活動センター 『ゆいわーく茅野』３F集会室
入場料　子ども　無料、大人　100円
その他　気に入った古本は無料でお持ち帰りいただけますが、市内施設　
　　　　への書籍寄付にご協力いただける方は協力募金をお願いします。

中高生メンバーが企画・運営しているよ！

室内ミニプレイパークもあるよ！
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茅野市都市計画マスタープラン改定及び、立地適正化計画の
策定を進めています

立地適正化計画とは ○日常生活を支える医療・商業・福祉施設などの生活利便施設の維持・確保や
　居住の促進を図るための方針・施策をまとめる計画です。

現状 計画策定の必要性

将来的に…
将来の人口動向や想定
される課題を見据えた
都市づくりを進めてい
く必要があります。

急激な人口減少
による市街地や
集落の人口密度

低下

一定の利用圏人口に支えられて
きた病院やスーパーなどの生活
利便施設の維持が困難となるこ
とが予想されます。

茅野市では、2005（平成17）年をピークに総人口が減少傾向にあり、2015（平成27）年時点の総
人口は55,912人となっています。現状のまま推移した場合、2040年には46,548人※と、約10,000
人減少すると予測されます。（※国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口より）

立地適正化計画の概要

既存集落の拠点

用途地域外

用途地域

市内全域
（都市計画区域）

立地適正化計画で定める主な内容

立地適正化計画では、法律や国の指針に基づき、以下の事項を定めます。

立地の適正化に関する
基本的な方針

生活利便施設の計画的配置や
人口密度の維持、公共交通の
充実に関するまちづくりの方針

都市機能誘導区域

日常生活に必要な生活利便施設
（誘導施設）の維持・確保を図る
区域

誘導施設

都市機能誘導区域内において、
維持・確保すべき生活利便施設

居住誘導区域

問　都市計画課都市計画係　☎72－2101（内線534）

生活利便施設を維持・確保する
ため、居住を促進し、一定の
人口密度の維持を図る区域

○茅野市立地適正化計画の策定にあたっては、市内全域を対象として、茅野駅周辺の中心市街地を
　はじめ、用途地域外の既存集落における都市づくりのあり方を検討していきます。

～「茅野市都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定に関する説明会」の開催～

日　時　　９月26日（火）　午後７時から午後８時30分
場　所　　茅野市役所　議会棟　大会議室
内　容　　茅野市都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定に関する概要説明会
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申し込み資格等
①既に同居、または同居しようとする親族がいる方
②世帯の合計月収が、15万８千円以下の方。ただし、高齢
　者世帯・障害者世帯・中学校卒業までの子がいる世帯等21万
　４千円以下の方
　サンコーポラス旭ヶ丘団地は15万8千円を超え38万7千
　円以下の方
③住宅に困っていることが明らかな方
④市内に居住されている方、または市内に勤務場所を有する方
⑤市町村税を滞納していない方
⑥本人又は既に同居、若しくは同居しようとする方が暴力団
　員でない方
提出書類
・市内に居住されている方
　①市営住宅入居申込書
　②その他事実を証明するもの（婚約証明書等）
・市内に勤務場所を有する方
　①市営住宅入居申込書
　②住民票（入居予定者全員を記載した続柄表示のあるもの。）
　③所得・課税・扶養証明書または源泉徴収票
　　（入居予定者全員分。ただし、中学生以下は除く。）
　④納税証明書（入居予定者の納税義務がある方全員分）
　⑤その他事実を証明するもの（給与証明書等）

その他
①入居に際しては、原則として親族２人の連帯保証人が必要
　です。
②申込書に記入してある方（申込者と同居親族）のみ入居でき
　ます。
③敷金として、家賃額の３か月分（サンコーポラス旭ヶ丘は
　２カ月分）を納入していただきます。
④犬や猫等のペットを飼うことはできません。
⑤サンコーポラス旭ヶ丘の駐車場使用については、２台目以
　降使用料が必要となります。
⑥サンコーポラス旭ヶ丘の家賃については、新婚世帯及び子
　育て世帯の該当者が申請することにより、減額となる制度
　があります。
入居説明・抽選会
茅野市営住宅設置及び管理条例により選考します。なお、申
込者多数の場合は抽選となります。
　と　き　10月13日（金）午後１時30分から
　ところ　茅野市役所　７階　702会議室
入居可能日　11月１日（水）
申込受付期間
　平成29年９月25日（月）から10月10日（火）の
　午前８時30分から午後５時まで
申込・問　都市計画課　住宅建築係（内線537）

○ガイドラインについて
　東日本大震災に起因した福島第一原発事故を契機に、
茅野市においても再生可能エネルギーの導入が急激に
拡大しています。
　一方で、導入に伴う周辺環境への悪影響を懸念する
声も寄せられ、発電設備の設置による災害の防止、健
全な生活環境の保全、身近な自然や景観等の保護、地
域との調整が課題となっています。
　こうしたことから、茅野市では、再生可能エネルギ
ー発電設備の新設などを行う事業者に対して、市や関
係区、近隣にお住まいの方に対して事業概要を明らか
にするための手続や、設備の設置等に当たって配慮す
べき事項を定めることにより、適正な設備の導入や管
理を促し、市民の皆さんの安全と安心を確保するため
「茅野市再生可能エネルギー発電設備の設置等に係る
ガイドライン」を制定しています。

・関係区、近隣住民に対する説明・調整
　　事前に関係区や近隣住民に対する説明会を実施し、
　説明会で出された質疑、意見には適切に対応してい
　ただくようお願いしています。
・設備の設置等に当たっての配慮
　　災害の防止対策や景観への配慮などについて調整
　等を行うよう努めていただくようお願いしています。
・市に対する届出
　　計画概要が明らかになった時点で、再生可能エネ
　ルギー発電設備の設置等に係る計画書を市に提出し
　ていただくようお願いしています。
※７月５日にガイドラインを改正しました。今回の改
　正は、ガイドラインの基本的な考え方を示す理念の
　部分の修正のみで、様式など内容については従来ど
　おりですが、内容についても現在修正を検討中で、
　本年末を目途に改正作業を進める予定です。

［表の見方］間取りの数字は部屋数「DK」はダイニングキッチン「Y」は浴室（風呂付）　
※ひばりヶ丘団地E棟は60歳以上の夫婦又は単身者を対象とする住宅です。

ひばりヶ丘団地　E棟
小坂団地　C棟
小坂団地　D棟
サンコーポラス旭ヶ丘

14,200円～21,100円
19,000円～28,300円
19,300円～28,700円
27,000円～40,000円

1DKY
3DKY
3DKY
3DKY

1戸
2戸
1戸

27戸

建設年度団　地　名
平成18
平成元
平成2
平成6

構造
耐火
耐火
耐火
耐火

募集戸数 家　　賃間取り

市営住宅・サンコーポラス旭ヶ丘団地の入居者を募集します市営住宅・サンコーポラス旭ヶ丘団地の入居者を募集します市営住宅・サンコーポラス旭ヶ丘団地の入居者を募集します

　最近、太陽光発電設備の設置に関してトラブルが多く発生しています。事業者の皆さんには発電設備
の設置を計画するに当たって、ガイドラインの趣旨をよく理解されたうえで、安全性や周囲の景観等に
ついて十分検討し、近隣にお住まいの皆さんへの説明や、市への届出など必要な手続きを経て、近隣に
お住まいの皆さんの理解を得たうえで事業に当たるようお願いしています。

問　環境課　環境保全係　☎72－2101（内線262・263）

太陽光発電設備などの設置に当たって
～茅野市再生可能エネルギー発電設備の設置等に係るガイドライン～

※
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観光まちづくり情報局 茅野市観光まちづくり協議会活動報告
観光を手段に、歴史あるまち並みを残しましょう

みなさん、こんにちは。観光まちづくり推進室の
佐々木美幸です。
私が感じる茅野市の魅力は、昔ながらのまち並み
が残っていることだと思います。
地区ごと、集落ごとに、まち並みが違います。た

とえば立派な土蔵や板倉が立ち並ぶ集落や生垣が
家をすっぽりと囲んだ地域など。こうした昔なが
らのまち並みが残っているのは、住民の方々がま
ちに対する愛情とプライドをもっている証ではな
いでしょうか。

先日、講演してくださったアレックス・カーさん

のお話に、ヨーロッパの美しいまち並みは、住民
のまちに対するプライドによって保たれていると
ありました。観光客はまち並みを見に旅行へ出か

けますが、その美しいまち並みを通して、地域住

民のプライドを見て感動するのかもしれません。

世界ではイタリアのフィレンツェ歴史地区、イギ

リスのバース市街等のまち並みが世界遺産に登録

されています。日本でも世界遺産の白川郷・五箇

村をはじめ、京都の祇園や長野の妻籠など、まち

並みが評価されて多くの観光客が訪れる地域があ

ります。

住民の力で、まちを変えましょう！

茅野市でも、観光という手段を使うことで、みな
さんのまちに対する愛情や地域のプライドを改め
て確認し、保たれてきたまち並みをこれからも残
していきたいと考えています。
そこで茅野市観光まちづくり協議会（事務局：観
光まちづくり推進室）では、古くからある家・古
民家のオーナーさんからの情報をお待ちしていま
す。「活用したいが、方法がわからない」、「使わ
なくなったから壊そうと思っている」というオー
ナーさん、茅野の歴史あるまち並みを残すための
古民家の活用方法を、一緒に考えていきましょ
う！　ご連絡お待ちしております。

注）トラブル等防止のため、情報提供はオーナーさん
　本人からのみとさせて頂きます。ご理解頂ければ幸
　いです。

information

「農家さんとの交流を通して、茅野のファンを作りたい！」
６月２日に実施した北山地区コミュニティセンターでの説明会には、21人の方々にご参加頂きました。

当日は、農家民宿の概要や日帰り農業体験について、また長崎県・小値賀島（おぢかじま）での取り組み事例の映

像を交えながら、お伝えしました。

お集まり頂いた方々からは、「農閑期の体験はどうしたらいい？」や「日帰り体験の数時間で、どんな体験を提供

したらいいか？」とご質問を頂きました。種の選別や、農機具の説明など、農閑期や雨の日もできる事を体験さ

せてあげてください。農家さんとの交流の中で、農村でのありのままの体験をしてもらうことが目的なので、作

業の意味などを説明しながら、いつもどおりの作業を体験させてあげてください。

みなさまが継続して、楽しく体験を提供して頂けるよう、茅野市観光まちづくり協議会（事務局：観光まちづく

り推進室）ではみなさんの質問や疑問・不安をサポートします！

ご要望を頂ければ、地区コミュニティセンターでの説明会等も行いますので、是非お気軽にお問い合わせください。

「農家民宿、日帰り体験とは？」説明会を実施しました!

問　事務局：観光まちづくり推進室　担当：米田 章代　☎72－2101（内線 451）

「農家民宿」、「日帰り農村体験」ともに、ボランティアではなく、収入を得て行う活動です。

Vol.1

茅野市観光まちづくり協議会
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身近な人の変化に気づいたら…
　　　あなたにもできることがあります！

うつ病、依存症などの心の病気は、誰もがかかる可能性があります。
早期に適切な治療を受けることができれば早く回復へ向かうことができます。

自分や身近な人の様子が「いつもと違うな」と感じたら…

＜気づき＞
　家族や仲間の変化に気づいて
　　　　　　　　　　声をかけましょう

・心の悩みや様々な問題を抱える人が発す
　るまわりへのサインになるべく早く気づ
　きましょう。
・変化に気づいたら「眠れていますか？」
　など自分にできる声かけをしましょう。

＜つなぎ＞
　早めに専門家へ相談するよう促しましょう
・心の病気、社会・経済的な問題などを抱
　えているようなら、公的相談機関、医療
　機関などへの専門家へ相談につなげま　
　しょう。
・相談を受けた人も１人で抱えず、プライ
　バシーに配慮しながら、本人の気持ちや
　状況を理解してくれる家族や友人、上司
　といったキーパーソンに協力を求めまし
　ょう。

＜傾聴＞
　本人の気持ちを尊重し、耳を傾けましょう

・悩みを話してくれたら時間をかけて、で
　きる限り傾聴しましょう。
・話題をそらしたり、訴えや気持ちを否定
　したり、表面的な励ましは逆効果です。
　気持ちを尊重し、共感した上で、相手を
　大切に思う自分の気持ちを伝えましょう。

＜見守り＞
　温かく寄り添いながら、
　　　　　　じっくりと見守りましょう

・自然な雰囲気でからだや心の状態につ
　いて声かけをし、あせらず優しく寄り
　添いながら見守りましょう。
・必要に応じ、キーパーソンとなる人と連絡
　をとり、専門家に情報を提供しましょう。

厚生労働省「自殺対策」ホームページ抜粋

茅野市ではメンタルヘルス出張講座と心の健康相談を実施しています

市内中小企業向けのメンタルヘルス出張講座を行っています。
（臨床心理士・セラピスト、インストラクター等が企業に出向いて
講座をします）
７月に行った講座では、臨床心理士による自分や同僚のこころの健
康についてのお話と、腰痛予防ストレッチ、脳とからだのリフレッ
シュをしました。

臨床心理士による個別相談です。秘密は厳守いたします。
日程、場所等は、相談者と臨床心理士と相談の上、決定します。
まずは、健康づくり推進課へお問い合わせください。
（※心療内科、精神科などへ受診をしていない方が対象です。）

中小企業向け　メンタルヘルス出張講座

こころの健康相談

中小企業向け　メンタルヘルス出張講座

こころの健康相談

メンタルヘルス出張講座・こころの健康相談に関する申し込み・問い合わせ先
健康づくり推進課（健康管理センター内）☎82－0105
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平成29年度実施予定　コミュニティースポーツ教室（後期）
身近な小中学校体育館などを会場に、各地区のスポーツリーダーが企画運営する教室です。子どもから大人まで誰でもが、
自分の体力に応じて気軽にできるスポーツを楽しむことでコミュニティを活性化させることを目的としています。皆さんの
ご参加をお待ちしています。
地区

ち
の

宮
川

米
沢

泉
野

北
山

湖
東

玉
川

金
沢

中
大
塩

教　　室　　名 日　　　　時 定　員 参加料 会　　　場

開　　講　　日 開催場所 参加料 対象・定員 申し込み方法 問い合わせ先

9/7～9/28　毎週木曜日　全4回
19:00～21:00
10/3～10/31　毎週火曜日　全5回
19:00～21:00
9/20～10/11
毎週水曜日　全4回
19:00～21:00　
11/7～11/21　毎週火曜日　全3回
19:00～21:00　
9/1～12/8（10/6・11/3を除く）
毎週金曜日　全13回
19:15～21:00
10/7（土）
9:00～14:00　
10/28（土）
9:00～14:00　
9/5～12/26（12/7、14、21を除く）
毎週火・木曜日　全30回
19:30～22:00
9/13～11/15　毎週水曜日　全10回
19：30～21:00
10/25（水）
9:00～12:00
（3月中）
9：00～12：00
10/22（日）
10:00～12:00
1/13（土）～1/14（日）　1泊2日
10:00～翌日12:00
10/22（日）
8:00～11:30　

永明小学校体育館

永明小学校体育館

宮川小学校体育館
（入口側半面）

宮川地区コミュニティセンター
２Ｆ大広間

米沢小学校体育館
（入口側半面）

八島湿原

玉川地区コミュニティセンー8:30
集合又は諏訪湖間欠泉9:00集合

泉野小学校体育館

金沢地区コミュニティセンター

守屋山

北八ヶ岳

青少年自然の森周辺

夏沢鉱泉周辺
夏沢鉱泉宿泊

諏訪湖畔

インディアカ教室後期

ふらば～る教室後期

ふらば～る教室

体力づくり教室

ニュースポーツ教室（後期）

秋のウォーキング

諏訪湖１周ウォーキング

ニュースポーツ教室②

心も体もリフレッシュ

秋季ノルディックウォーキング教室

スノーシューハイキング教室

ウォーキング教室

スノーシュー体験教室

諏訪湖半周ウォーク

茅野市テニス協会　
宮澤
☎090-1118-3787
FAX73-3309

・練習中のケガ・事故は自己責任となります。各自保険にご加入ください。
・運動のできる支度、ラケット、テニスシューズ、水分持参でご参加ください。
・雨天の場合は、メールで連絡します。
・参加人数が少ない場合、中止になる場合があります。

茅野市運動公
園
テニスコート
（主にF・G・H
コート）

早朝コース
2,000円

昼・夜コース
4,000円

初心者・初級
程度の方
（各コース20
名程度）

30名

20名

10名

10名

10名

30名

500円

無料

無料

無料

11,000円

無料

20名

20名

30名

20名

15名

15名

20名

20名

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

申し込み・問　お近くのスポーツリーダーまたはスポーツ健康課　☎72－8399

「秋期硬式テニス教室」参加者募集「秋期硬式テニス教室」参加者募集

トレーニング室利用者説明会のお知らせトレーニング室利用者説明会のお知らせ

必要事項（コース名・
氏名・生年月日・住
所・携帯番号）を明
記のうえ、
宮澤宅へFAXしてく
ださい。
FAXのない方は、携
帯にご連絡ください。

①早朝コース（毎週土曜日）
　　9/2（土）～11/11（土）
　　午前6時～7時　雨天中止
②昼間コース（毎週火・金曜日）
　　9/5（火）～10/6（金）
　　午後1時～3時　雨天中止の場合、後日
　　の火・金曜日に振替
③夜間コース（毎週月・木曜日）
　　9/4（月）～10/5（木）
　　午後7時30分～9時まで　雨天中止の
　　場合、後日の月・木曜日に振替

市内・市外を問わず、どなたでも参加できます。トレーニング室を安全に利用していただくために、毎月３回、説明会を行い、利用者登
録を行っています。事前に電話での予約をお願いします。
対　象　高校生以上（1回につき定員先着20名）
　　　　※ただし、小学生（４年生以上）、中学生が利用したい場合は、保護者または指導者の同伴が必要です。
期　日　①毎月第2週の木曜日10時から　　②毎月第3週の水曜日14時から　　③毎月第4週の火曜日19時から
　　　　※実施日が祝日の場合は翌週に行います。
場　所　総合体育館トレーニング室
予約・問　　茅野市総合体育館受付　☎71－1645　　スポーツ健康課（総合体育館内）　☎72－8399
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競技種目 期日 会場 集合時間帯 申し込み締切り 申し込み・問合せ先 そ　の　他
詳細は、事務局までお問い合
わせください。
小学生高学年（４年生以上）、
中学生、市内在住、在学、在
勤者なら誰でも可。
演武会や、体験コーナーを企
画しています。
電話または大会当日会場にて
受付けます。
運動のできる服装で参加。

市内在住・在勤・在学者。
１チーム４名編成で申し込み
ください。
個人での申し込みも可。
市内在住・在勤者及び少林寺
拳法協会員
FAXでお申し込み下さい。

市内在住・在勤・在学者。必
ずスポーツ保険等に加入して
いること。指定の用紙で申し
込みください。

市内在住・在勤・在学者・市
内小中学校出身者。指定の参
加申込書と個人票を作成して
申し込みください。大会当日
受け付けの特別レースを予定
しています。

参加者のスタート時間は事前
に代表者、参加者へ郵送しま
す。市内在住・在勤・別荘所
有者。
参加料：12,000円（セルフ）
（プレー代、昼食、賞品、パ
ーティー代、運営費等込）

事務局　小平　正八
℡ 090-4153-9584

事務局　小池みはる
℡ 090-2946-0315
℡ 兼 ℻ 72-9455

茅野市スケート協会
会長　山岸　文典
℡ 73-3354

事務局　平松 
℡ 79-2618

体育協会：鷹野
申し込み：
℻ 82-0678

体育協会
℡ 82-0606

茅野市ゴルフ協会
事務局
℡ 72-8341
℻ 72-5233

事務局　島立いち子
℡ 090-4159-6794

生涯スポーツ健康講座のご案内生涯スポーツ健康講座のご案内
トレーニング室器具使用説明会
トレーニングインストラクターの山本陽介先生をお招きして当体育館内のトレーニング室の器具の使用方法と初めて
トレーニングをおこなう方へアドバイスを入れながら健康増進のためのトレーニング方法を学びます。
また講習会後にトレーニング室利用者登録者説明会行います。お気軽にお申し込みください。
　と　き　9月13日（水）午後2時～3時　　ところ　茅野市総合体育館トレーニング室
　対象者　20才以上の市内在住・在勤者で健康に関心のある方
　持ち物　運動のできる服装、上履き、タオル、水分補給用の飲み物
　申込期限　9月1日（金）までにスポーツ健康課（総合体育館）　申込・問　スポーツ健康課　☎72－8399 ℻71－1646

ヨガ教室
ヨガインストラクターの壇千早先生をお招きして、ヨガ初心者の方や身体の硬い方でも安心して受けられる、リラッ
クスとリフレッシュを目的とした「ヨガ」を学びます。全２回ですが、１回でのご参加も受付しますので、お気軽に
お申し込みください。なお10月11日（水）の講座は年間計画で教室名が間違っておりました。「ヨガ教室」ですので
ご了承ください。
　と　き　①9月27日（水）午前10時～11時30分　②10月11日（水）午前10時～11時30分
　ところ　茅野市総合体育館柔剣道場　　持ち物　運動のできる服装、タオル、水分補給用の飲み物
　対象者　20才以上の市内在住で、健康に関心のある方　　定　員　20名（定員になり次第締め切ります）
　申込期限　9月26日（火）までにスポーツ健康課（総合体育館）　申込・問　スポーツ健康課　☎72－8399 ℻71－1646
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・参加資格は、必ずスポーツ保険等に加入しており、特別の規定がない場合茅野市在住、在勤、在学のいずれかの
　者であること
・各競技種目は、平成29年度の競技規則にて行い、また、その他は要項・申し合わせ事項にて実施します。
申し込み・問
　総合の問い合わせ　茅野市教育委員会スポーツ健康課（☎72－8399）・㈵ 茅野市体育協会（☎82－0606）
　各競技種目の詳細につきましては、上記の申し込み・問合せ先までお願いします。

スローピッチ・
ソフトボール

グラウンドゴルフ

10/8（日） 自由広場 8：30 9/20（水）

当日までに申し込
（当日申し込み可）

当日までに申し込
（当日申し込み可）

10/6（金）
定員になり次第、
締切ります。
（定員:100名）

Ｈ30.1/21（日）
午後 2：00まで

未　定

当日までに申し込
（当日申し込み可）

12：30

10：00～　
  12：00

受付開始
6：30
開会式
7：00

開場
6：30

8：00

10：00

7：30
(予定)

蓼科パークホテル
グラウンドゴルフ

コース

体育練成館

東急ゴルフ
クラブ

茅野市国際
スケート
センター

未　定

総合体育館
（柔剣道場）

未　定

10/9（月）

10/15（日）

10/22（日）

Ｈ30.2/18（日）
（予定）

Ｈ30.2月中旬
（予定）

Ｈ30.3/3（土）

Ｈ30.3月上旬
(予定)

合　気　道

ゴ　ル　フ

ス ケ ー ト

カーリング

少林寺拳法

ス　キ　ー


